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◆ 憲法東京共同センター　団体・地域合同会議

　８月３０日（木）午後、憲法改悪に反対する東京共同センター主催の団体・地域合同会議が都内でひらかれました。

冒頭、平井正憲法会議事務局長が、「参院選挙後の憲法闘争の位置づけ」と題して講演。安倍首相は１５５の重点公約のトップに改憲を掲げたが、国民の厳しい審判を受けた。その結果、改憲派は「首をすくめている」と規定し、今こそわれわれが攻勢に出るとき。自民党の改憲スケジュールに狂いが生じており、７月の参院選挙結果は、改憲派国会議員の減少・後退を示していることを明らかにしました。

「九条の会」が小学校区単位にできれば、また、共同センターが全行政区につくられれば巨大な力となることをあげ、今こそ全力で学習、宣伝、署名など行動を起こすことの重要性を訴えました。

■ 秋の憲法改悪阻止の取り組み、体制強化など
①「職場九条の会」確立推進と活動経験の交流②署名・宣伝行動の促進（一人５筆以上、３００万署名に取り組む）。すべての組織が署名活動を重視して、本格的な署名運動の点検推進態勢を確立する。③署名提出の国会行動を設定する。（１０月、１２月、３月、６月）。当面１０月２４日（水）13:30～16:00衆院第二議員会館。

　当面、統一した憲法の宣伝物、共同の集会に当てる費用を確保するため各団体が「憲法闘争基金」を確立し、拠出しあって全都的運動、職場地域などの草の根の宣伝行動に役立てる。

　体制の強化として①憲法東京共同センター運動推進会議（地域センターを含め２ケ月に１回程度ひらき運動の交流、統一行動の具体化、学習などを行う。②幹事団体会議の設置（事務局会議と運営委員会を統合して「幹事団体会議」とする）。③事務局体制、④その他、代表委員制の検討など。

■ 討論・１５人が発言

○田部（府中革新懇）　６月に署名活動をした時は１時間で１１筆だったが、８月になると３０筆を超える署名が集まり関心の高さにビックリした。

○三上（東京革新懇）　平井さんの先ほどの話で「首をすくめる」改憲派とあったが、この表現が一番今の情勢にピッタリしている。最近映画を観にいったが「蟻の兵隊」「陸に上がった軍艦」など、映画館は超満員。平和の問題に関心が高まっている。

○工藤（都教組）　子どもに関わる仕事ではなく、教育現場には余計な仕事がたくさん持ち込まれ、現場の教師には大きな負担となっている。秋からの憲法闘争、教育問題がどうなっていくのか、中教審方針は先送りになりそう。政府は教育再生会議で教育へ格差を持ち込もうとしている。

○西之原（新婦人東京）　町田で署名運動に取り組んでいたら、現役のイラク派遣の自衛官が来て、「署名はできないがこの運動を支持する」と語っていった。都民は参院選挙での与党の敗北を喜んでいる。署名の到達は８万８千で、大阪に比べ遅れをとっているが、これからも頑張っていきたい。

○水久保（千代田区労協）　１２月に九段会館で「日本の青空」の上映をする。その取り組みを広げようと「連合」などにも協力を申し入れている。

○関根（東京土建）　１３０万署名に取り組むことを決めた。現在６万１千だが、年内に半分の６５万をやろうとしている。チャレンジャーは、１００筆以上をやろうと、１５００人のチャレンジャーを作ろうと現在は２５０人。チャレンジャーキャップをつくり、女性にはバッグも提供している。「九条の会」は３３支部で結成済み。今後は６００の分会につくっていきたい。

○糀谷（八王子共同センター）　憲法を変えられることは、私たちの生活が土台から崩されること。「南大沢九条の会」では、早乙女勝元さんを呼んで講演会をやり３５０人が参加した。大小のポスターを町中に張り出し２８万の署名をやろうと、いま方法を考えている。
◆ 兵庫　憲法擁護の過半数世論を地域から　

　８月３０日夜、第８回全県団体・地域代表者会議開催し、１３市２町をエリアとする地域共同センターの代表、県レベル団体・労組代表など２４名が参加しました。はじめに県共同センター津川代表は「参議院選挙は安倍路線にノーがつきつけられた。しかし首相は改憲姿勢を変えない。このもとで兵庫県の憲法過半数世論つくりをどうするかを皆で検討したい。改憲のための発議をさせない。発議しても必ず打破できる力をつくらねばならない。このためのキーワードは、”地域”と挨拶。
　問題提起で県共同センター山口事務局長は、「前回の５・９交流会議は、まだ国民投票法案が決まる前だった。それからの活動を総括し、前進を切り開きたい。全地域での県民過半数世論の構築を正面に据えた署名推進・集約体制の早期確立が必要。そのための共同センター構成団体の拡充強化や交流会議も全県一本からブロックごと開催へ発展させたい」と強調しました。
　この提起を受け参加者は、各地・各団体の活動報告を行うとともに、提起への意見を様々な角度から熱心に分析、検討しました。
　まとめでは、「地域ごとに”過半数目標”にこだわる人、団体、会などで多角的な議論で知恵を出し合うようにしよう」、「共同センターという名称にこだわらず、署名集約センターとか署名推進連絡会など、エリア内で推進するための工夫・イメージをふくらませよう」、「構成団体を増やし、その傘下組織に地域センターへの参加をお願いしよう」などを確認しました。
■ 須磨区　納涼映画の夕べに８０人参加

　８月１８日夕刻「西落合・神の谷・北落合９条の会」は、映画『この子を残して』（木下啓介監督・加藤剛主演）の上映会を行いました。１９４５年８月９日、長崎市の浦上上空で原爆が炸裂。長崎医科大学の永井隆博士は重傷を負いながらも献身的な愛で人々の救護にあたりました。
　これを語り伝える内容の映画に、子ども連れのお父さんたちも涙いっぱいで鑑賞しました。
■ 西宮　なるお地域九条の会　憲法学習会開催

　８月２６日、東鳴尾公民館での学習会には４３人が参加しました。教育関連署名運動の訴えなどのあと、兵庫県原水協・梶本修史事務局長が「憲法を変える変えないは－－あなた自身の判断です」と題し、国民がノーと言えば改憲できないことを詳しく説明しました。
　なるお地域九条の会は２００５年７月に結成。さまざまな取り組みを行い現在会員は２００人を超えています。西宮市の他の「９条の会」とネットワークをつくり、１１月には「日本の青空」上映を成功させようとがんばっています。

■ ８月１～６日、全県憲法統一行動　３０ケ所で実施

　参議院選挙の結果は、国民の怒りが安倍自公政治に集中しました。その余韻がおさまらない８月１日から６日にかけ、改憲を叫ぶ安倍政権を批判する署名宣伝行動が県内各地でとりくまれました。
　平和と民主主義を進める西宮芦屋の会は、延べ８０００人が参加した８月１、２日の西宮市職労盆踊り大会会場で「憲法改悪反対・９条守ろう」の平和コーナーテントを設置、核兵器の廃絶署名とあわせてとりくみました。盆踊り大会は西宮市職労の主催ですが市役所関係の４組合と地元用海地域の全自治会・防犯協会・民謡協会などが後援。市長、市議会議長、教育長なども挨拶にこられ、民謡協会によるそろいの浴衣の踊りは壮観でした。夜店に子どもたちも列をなし、阪神土建労組の工作教室テントも満員。「平和コーナーテント」には両日とも３０人ずつが”署名お客さん”を接待、４００筆を超える署名が対話の中で集められました。
◆ 全教・女性部　憲法署名３０万めざしピースチャレンジャー３０００人に挑戦
　全教女性部は８月２５日に女性部委員会を開き、憲法を守るための運動を大きくすすめようと意思統一しました。
憲法を守る運動は、全労連が５００万筆の署名を集めることを８月の評議員会で決定し、全労連女性部そして全教女性が積極的に受け止めたとりくみです。５００万筆のうち１００万筆を女性たちで集めよう、そのために１００筆の署名を集める「ピースチャレンジャー」の１万人登録をめざそうというものです。
全教女性部ではそのうち３０００人を、めざし署名は３０万筆を集めようという壮大なスケールのとりくみです。今までの署名の認識をはるかに超えた大きなたたかいに打って出ましょう。早速「１００筆ピースチャレンジャー」に登録する決意をしましょう。

登録してくれた人には「全労連女性部特製ボールペン」と署名用紙を入れて持ち歩けるクリアーファイルをプレゼントします。いつもカバンに入れて持ち歩き署名を集めましょう。京都・兵庫などではすでに登録が始まっています。
第１の節目　１０月６・７日全国女性教職員学習交流集会ｉｎ神戸

　　　　　　　　登録者の目標の５割を達成。署名集約

　第２の節目　１月６日第２９回女性部委員会で７割。署名集約

　第３の節目　４月の女性部総会で１００パーセント達成。
「宣伝・学習３０００ヵ所」も計画をしましょう。あわせて宣伝や学習会を計画し、憲法を変えることに反対する人をたくさんふやしましょう。地域での懇談会や、職場学習会、女性部学習会など気楽に、気軽にやりましょう。
(全教・女性部ニュースより抜粋)
　短信･ホットライン　

■　憲法闘争の発展をめざす
第6回全国交流集会
◆ 日　程 ０７年１０月４日(木)11：00～17：00

◆ 会　場 全労連会館２階ホール (ＪＲ御茶ノ水駅徒歩８分)

◆ 主　催 憲法改悪反対共同センター

参院選挙で与党が大敗した根本の原因は、教育基本法の改悪、防衛省昇格、改憲手続法の強行など憲法改悪に向けて暴走する安倍政権へのノーの審判でした。

ところが、安倍首相は「基本方向は間違っていない」と開き直り、「任期中の改憲」に固執しています。今回の「全国交流集会」は、政治の新たな変化のもとで憲法闘争の飛躍と前進をはかる重要な意思統一の場になります。いまこそ、「改憲反対」の住民過半数世論の結集にむけ本格的に踏み出し、”靖国派”の改憲策動にストップをかける政治的力関係と運動を作り出すために全力をあげましょう。

<主なプログラム>                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 連帯あいさつ　日本共産党  笠井亮衆議院議員(予定)       　　 

■ 講　　演　　　川村俊夫　憲法会議代表幹事　　　   

■ 基調報告　　　今井文夫　全労連常任幹事           

■ 特別報告　　　全国の特徴的な取り組みの教訓　                             

■ 会場発言　　　自由討論
<参加に当たってのお願い>　各団体・各県・地域共同センターの代表は必ず参加を。なお参加希望者は事前に下記へ申し込んでください　

　℡０３－５８４２－５６１１　Fax０３－５８４２－５６２０ (担当:高山)
